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ひた ちな か市条例第　　号

ひた ちな か市職員 の育児休業等 に関する 条例の一部を 改ｊＥす る条例

ひた ちな か市職員 の育児休業等 に関する 条例 （平成６ 年条例第 ３０ 昜） の一部を

次の よう に改‾をする。

第２ 条第 ３号 中「 次の いずれか に誠 售す る非 常勤職員 」を ［非 常勤職員 であ って，

次の いずれか に誠 葹す るも の］ に改 め， 鴇号 ア（ ア） 中「 第２ 条の ４」 を「 当，夥，子

のｍ 生の 目か ら第 ３条 の２ に規定す る期 間鸚に育児社 業を しよ うと する 場合 にあっ

ては ち誠期間 の末 日か ら６ １を 経過 する 目， 第２ 条の ４」 に， 「， ２歳 」を 「ヅ，霖子

が２ 歳」 に改 め， 回号 イを 次の よう に改 める。

イ　 次の いず れか に誠 肖す る非 常勤 職員

（ア ）　 その養育する 子が １歳 に連する 目（ 汕下 「１ 歳到連日 」と いう 。）

（售 夥，子に つい て萢該非常勤職員 が第 ２条 の３ 第２ 号に掲げる

場合 に該 肖し てす る育 児休 業の 期間 の末 日と され た目 が恪，夥，子

の１ 歳到 達日 後で ある 場合 にあ って は， 当該 末日 とさ れた 目。孤

下（ ア） において 回し 。） にお いて 育児休業 をし てい る非常勤職員

であ って ，回条第 ３号 に掲 げる 場合に誠 肖し て范恠子 の１ 歳到達

目の ｔ目 を育 児社 業の 期間 の初 日と する 育児 休業 をし よう とす

るもの

（イ ）　 その 任期 の末 日を 育児 休業 の期 獸の 末日 とす る育 児休 業を して

いる 場合であ って にも誠任期を 更新 され ，又 は燕誠任期の満了後

ち＼ き続 いて 特定 職に 採ｍ され るこ とに 伴い ノヅＸ誠 育児 社業 にＷる

子につい て， ち誠更新前の任期 の末 日の ｔ目 又は 售誠採用 の目を

育児 休業 の期 間の 初日 とす る育 児休 業を しよ うと する もの

第２ 条第 ３号 ウを 削る。

第２ 条の ３第 ３脣ア攷，び イ罧夕ｔヽの 部分 を次 のよ うに 改め る。

１歳 から １歳 ６か Ｊｊ に崔する まで の子 を養 育す る非 常勤 職員 が， 次に掲

げる 場合 のい ずれ にも 誠ち する 場合 （急 告子 につ いて この 号に 掲げ る場合

に誠 さし て育 児休 業を して いる 場合 であ って 第３ 条第 ７そ に掲 げる 事情

に該 当す ると きは イ及 びウ に掲 げる 場合 に誠 售す る場 合， 規則 で定 める特

別の事情かお る場合に あっ ては ウに掲げ る場合に誠葹する 場合 ）　 当，懾子

の１ 歳６ かｙｘ到 達目

２



第２ 条の ３第 ３夸イを 同倚ウと し， 回そ ア中 「「 肖誠非常勤職員が 」の 次に 「前倚

に掲げる 場合に誠 肖し て」 を， 「售誠祉偶者が」 の次 に「 回号に掲 げる 場合又は これ

に相 售す る場 合に 誠肖 して 」を 加え ，回 号ア を回 号イ とし ，回 号に アと して 次のよ

うに加え る。

ア　 肖誠非常勤職員が 萢霖子の １歳氣遠 目（ も該非常勤職員が前倚に掲げ

る場合に該肖 して する 育児休業又は 肖誠非常勤職員のＥ加者が Ｗらに掲

げる 場合若し くは これ に相 售す る場合に誠肖 して する 地方等育児休業の

期間 の末 日と された目 が售售子 の１ 歳到 達日 後で ある 場合 にあ って は，

肖誠末日 とさ れた 目（ 售誠育児休業の期 間の 末日 とさ れた 目と ち該地方

等育 児休 業の 期間 の末 日と され た目 が異 なる とき は， その いず れかの

目） ）の 回目 （肖 誠Ｅ儒者 がこ の倚に掲 げる 場合 又は これ に相 肖す る蕕合

に該 肖し てＪ奥方等育児休業を する ４合 にあ って は， ち誠 地方等育児休業

の期回の 末日 とさ れた 目の ｔ目 い，前。（Ｊで）目） を育児休業の期間 の初 日とす

る育 児休 業を しよ うと する 場合

第２ 条の ３第 ３号 に次 のよ うに 加え る。

エ　 售誠子に つい て， 肖誠非常勤職員が 售誠子の １歳Ｍ連 日（ 肖誠非常勤

職員ぶ前倚に掲げ る場合に 誠肖 して する 育児休業の期回の 末日 とさ れた

目が 售豈子の １歳到達 日後 であ る場合に あっ ては ，萢誠末 日と された目）

後の 期間 にお いて この 号に 掲げ る場合に 誠肖 して 育児休業 をし たこ とが

ない場合

第２ 条の ４各号鵈笆勁，外の部分を 次の よう に改 める。

育児 休業 法第 ２条 第１ 項の 条例 で定 める 場合 は， １歳 ６か ＪＩ から ２歳 に遠 する

まで の子 を養 育す る非 常勤職員 が， 次の 各倚に掲 げる 場合 のいずれ にも 誠萢する

場合 （售 該子 につ いて この 条の 規定 に誠 肖し て育 児休 業を して いる 場合 であ って

次条 第７ 苟に 掲げ る事 情に 誠瓲 する とき は第 ２号 八び 第３ 号に 掲げ る場 合に 誠售

する 場合，規則で定め る特ＳＩ」の 事情があ る場合に あっ ては 回号に掲 げる 場合に誠

萢す る場合） とす る。

第２ 条の ４中 第２ 号を 第３ 倚と し， 第１ 号を 第２ 騎と し， 鶚篶の前 に次 の１ 号を

加え る。

（１ ）　 售誠 非常 勤職 員が 售誠 子の １歳 ６か Ｖ弧連日 のｔ 目（ 售誠 非常 勤職 員の

配偶 者が この 条の 規定 に誠 肖し ，又 はこ れに 相肖 する 場合 に誠 肖し てＪセ方

等育児休業を する 場合 にあ って は， 售誠 ｔ方等育児休業の 期間 の末 日とさ

れた 目の ｔ目 涯前 の目 ）を育児社業の期 獸の初日 とす る育児休業を しよう

とす る場合

第２ 条の ４に 次の １号 を加 える。

（４ ）　 肖誠 子に つい て， 肖誠 非常勤職員が 肖該子の １歳 ６か 天１ 到達 日後 の期間

３



にお いて この 条の 規定 に該 肖し て育児社 業を した こと がな い場合

第２ 条の ５を 削る。

第３ 条中 第５ そを 削り ，第 ６そ を第 ５号 とし ，回 条第 ７号 中「 第２ 条の ４」 を「前

条」 に改 め， 回号 を回 条第 ６号 とし ，回 条第 ８号 中「 その 任期 」を 「任 期を 定めて

採万１さ れた職員 であ って ，葹該任期」 に， Ｘ襄常勤職員 」を 「も の」 に， 「售 該育児

休業 に係 る子 につ いて ，售 該任 期が 」を 「肖 該任 期を 」に ，「 に特 定職 に莖 き続 き」

を鴇｜き 続い て特 定職 に」 に， 「芭`該任期 の末 日」 を「 肖該育児 休業 に係 る子 につい

て， 肖該 更新 前の 任期 の末 日」 に， 「り ｜き 続き 採丿目さ れる 日」 を「 採万」の 日」 に改 め，

回号 を回 条第 ７号 とす る。

第３ 条の次に 次の １条 を加 える。

（育 児休業法第２ 条第 １項 第１ 倚の 人事院規則で 定め る期 間を 基準 とし て条例で

定め る期 間）

第３ 条の ２　 育児休業 法第 ２条 第１ 項第 １そ の人 事院規只｜」 で定 める 期間 を基準とし

て条例で 定め る期 間は ，５ ７日 間と する。

第９ 条の ２第 ６そ 中「 育児 休業 等計 蕪書 」を 「育 児覧時鶚 勤務 計舊 書」 に改 める。

１

２

付　則

（施 行期 日）

この 条例 は， 令和 ４年 １０ 大ｊ １日 から 施行 する。

（経過措置）

この 条Ｍ の施 行の 日前 に育 児休 業等 計蔦書を 提ｍ した 職員 に対 する この 条例に

よる 改‾を前 の第 ３条 （第 ５号 に係 る部 分に 霾，る。 ）‾反び 第９ 条の ２（ 第６ そに 係る

部分 にほ る。 ）の 規定 の適 篦に つい ては ，な お従 前の 例に よる。

－４－



－
ａ
－

参考資料

ひた ちな か市職員 の育児休業等 に関する 条例 新｜日対照表 Ｎ０ ．１

旧 新 備考

（育児休業をする こと がで きな い職員）

第２ 条　 育児休業法第 ２条第１ 項本ズの条例でｔめる職員は， 次に掲げる職員

とする。

（１ ）．　・（ ２）　略

（３ ）　 次のいずれかには肖する左ま勉魚翫匹の襄常勤職員

ァ　 次の いずれに も該 萢す る非常勤職員

（ァ ）　 その養育する子（育児休業羝第 ２条第１ 項に規定する子を

いう 。ぷ下回 じ。 ）が １歳 ６かＪＩ に連する 日（な下 「１ 歳６

かｊｊｊｊ連 日」 とい う。 ）（第２ 条の ４の規定に該肖す るｊあ合

にあ って は。 ２歳 に連する 日） まで に， その任期 （任期が更

新さ れる 場合 にあ って は， 更新後の もの ）が満了 する こと八

びり ｜き 続い て任命権者を 回じ くす る職 （Ｊヌ下 「特 定職」とい

う。 ）に採万１さ れな いこ とが 回ら かで ない非常勤職員

（ィ ）　略

　コ爽
する 子が １歳に連する 日（ぷ下 この号ａび同条において「 １歳」』連

日」 とい う。 ）（ 售該子に つい て售該非常勤職員 がす る育児休業の

期間 の末 日と された日 が肖該子 の１ 歳到達日 後である場合にあ って

は， 售該末日 とされた 日） において育児社業をしている非常勤職員
－

に限 る。　）

（育児休業をする こと がで きな い職員）

第２ 条　育児休業法第 ２条第１ 項本文の条例で定める職員は， 次に掲げる職員

とする。

（１ ）・ （２ ）略

（３ ）　 非常勤職員で あっ て　 次の いずれか に該 售す るも のな外の 非常勤職
－　　－

員

ァ　 次の いずれに も該 售す る非常勤職員

（ァ）　 その養育する子（育児休業伍第 ２条第１ 項に規定する子を

いう 。な下回 じ。 ）が １歳 ６ヵヽ１ に連する 目（以、下「 １歳６

かＷ鴉連 日」 とい う。 ）（萢該子の ｍ生の目 から 第３ 条の２

に規定する肖１回 Ｆ大１に育児休業をしよう とする場合にあっては

肖該期回 の末 日か ら６ ＪＩ を経ａす る目　 第２ 条の ４の規定に

夥、苞す る場合に あっ ては售］を予蔗２ ほにます る目 ）ま でに，

その任期 （任期が 更新 され る場合に あっ ては ，タ１新後のも

の） が満了するこ と及び莖き続いて任命権者を回 じく する職

（ぷ 下「特定職」 とい う。 ）に採用 されない こと が明 らかで

ない非常勤職員

（ィ ）　略

ィ　 次のいずれかに該 售する非常勤職員

（ァ）　 その養育する子が １歳に連する 日（な下 「１ 歳到達目 」と

）（ 寡子こ翕、非常勤匹
号に 掲げ るｊＳ合 に該 肖し てす る育児休業の期間 の末 日と され

た目 が苞翕、子の １ａｊ５１』 ま日 後である場台にあってなよ蒻末

日と され た目 。り、下 （ァ ）に おい て回 じ。 ）に おい て育児休

業を して いる 非常勤職員で あっ て， 回条 第３ 号に 掲げ る場合

に該 肖し て芭該子 の１ 歳Ｗ齟日 のｔ 目を 育児湊業 の期 間の初



ａ

Ｎ０ ．２

旧 新 備考

ｊ

ウ　 その任期の末 日を育児休業の期笥の末日 とする育児休業を してい
－

る弗常勤職員であ って ，当ぬ、育児湊業 にＷ る子 につ 回息 肖賍任期
一一　　　　　　　　　　－

が更新さ れ， 又は皿虱篦の満了 ちこ 牛れじ職 にり ｜き 縦き ィミＥｍ される
一一

こと にィ串い ，售翕、任期 の末 日の 回目 又は ち礬ろＮ き廐き採罵荳が匹

を育児休業の期間 の初 日と する 育児休業 をし よう とす るもの
一一

（育児休業法第２ 条第 １項の条例で定める目）

第２ 条の ３　 育児休業法第 ２条第１ 項の条例で定める 目は，次の各号に掲げる

場合の［‾万廴分に応 じ， 售政各号に定める 目と する。

（１ ）・ （２ ）　略

（３ ）　 １散から １歳 ６か大ｊ に連する までの子をミ縦育する瓠祉淇常勤職員
－

が萢該子の１ 歳到連日 （售翕、子を養育する非常勤職員が前号に掲げる
心

場合に該肖してする育児休業又は肖該非常勤職員のＥ偶者が回号に掲

げる場合若しくはこれに相萢する場合に政肖 してするｔ方等育児休業

の期間の末日 とされた 目が售政子の １歳到達日後である場合にあって

白二大末日と された目 （当、鶚、鵞天Ｗ戛の四匹颱目よまれた 目と售

霖迦苫墫育児Ｗブ集の期回 の末 日と された目 が異 なる とき はご牡匹里

れかのロ ）） の翌 日（ 售該子の １歳到達 日後 の期間においてこ の号に

羝ず 場こ皿育児休業す
－

ｌ　ま
－

モに む詞　
－

賍隹七］匹のｔ目 又は嵜ぬろ＼ き縦き採Ｈｊ され る目 ）を鵞え休業の期
－

間の初日 とする育児休業を しよ うと する場合であって，次に掲げる場
－

合のいずれにも政售すると き　 售該子の １歳 ６かＪＩ 到達目
一一

日と する 育児休業 をし よう とす るもの

（ィ ）　 その任期 の末 日を 育児休業 の期 間の 末日 とす る育児休業を
一一一　　　－

して いる 場合 であ っ乙二鬚匹期 を１だ新 され，又 は售フ羸任： 加１
－　　　　 一一

の満了後ら＼き哀いて物＝定職に採ＨＩ されるこ と拉俚ｙこ二加售
－　　　－

児休業に係る子について， 肖該更新前の任期の末 日のｔ目又

は售該採ｍの 目を育児休業の期間の初日 とする育児休業をし
一一一一

よう とす るもの

（育児休業法第２ 条第 １項 の条例で 定め る日）

第２ 条の ３　 育児休業法第 ２条第１ 項の条例で定める 目は，次の各倚に掲げる

場合の［‾瓦分に応じ，鳬該各号に定める目 とする。

（１ ）・ （２ ）　略

（３ ）　 １歳から １歳 ６か天ｌ に連する までの子を養育す る非常勤職員が，次
－

に掲げる場合のいずれにも該售する場合 （售該子について この号に掲

乙ま ｌ　 おＬＫ＿ かこ

掲げる事４考 に豈岑、する とき はィ ‾ｋびウ にｍげる場敬に霖售言皿ぶに
規則 で定める 特別 の事情が ある 場合にあ って はウ に掲げる 場合に該肖

する 場合）　 慝該子の １歳 ６かＪｊ　ｊｉｌｊ 連日
一一

ア　 ぢ崔靠常勤職員が萢夥、子の１ 黻到達目 （肖謝胞崖勤雁亘箍前号に
－



－
り
Ｉ

Ｎ０ ．３

＼日 新 備考

ア　 售政子について， 肖政非常勤職員が售夥、子の１ 歳到連日 （萢政非
－ヽ

常勤職員 がす る育児休業の 期間 の末 日と され た目 が售該子 の１ 歳Ｍ

連日 後である場合にあっては， 肖政末日 とされた 目） において育児

休業 をし てい る場合又 はち該非 常勤職員 の髱偶者 が萢翕、子の １歳 ｊｉ ｌｊ

連日 （范該Ｅ偶者 がす る地方等 育児休業 の期 笥の 末日 とさ れた 目が

售政 子の １歳 到達 日後 であ る場合に あっ ては ，售該末 日と された

目） においてｔ方等育児休業を して いる 場合

ィ　略
－

（育児休業法第２ 条第 １項の条嫣で定め る葹合）

第２ 条の ４　 育児休業法第 ２条第１ 項の条Ｍで定める葹合は， １歳 ６かＪＩ から

２ほに連する までの子を朧育するた牝メ常勤職員が售夥、子の Ｕ亂四、
遠目 のｔ目（ 急告子の １歳 ６か ＪＩ 到達 日後 の期 間に おい てこ の条 の規定に政

掲げ る場合に誠肖 して する 育児休業 又は 肖該靠常勤職員の髱偶者が
一一一

回号に掲げる 場合若し くは これに相 售す る場合に該肖 して する ｔ方

等育児休業の 期回 の末 日と され た目 が萢誠子 の１ 歳ｊリ連 日後 である

場合こ皿れ（售ま育児湊業 期間末

とさ れた 目と 售該ｔ方等育児休業の ｍ回 の末 日と され た目 が異 なる

よき圭しＪこ皀いずれかの 目） ）の回目 （肖はＥＲそがこの倚に掲げ
る場合又 はこ れに相售する ４合に該肖してｔ方等育児休業 をす る場

合にあってはドき誠ま方等育児休業の期回の末日 とされた 目のｔ目

ぶ前 の目 ）を 育児休業 の期 間の 初日 とす る育児休業を しよ うと する

場合
－

ィ　 范該子について， 肖誠非常勤職員が售誠子の １歳ｊり連日 （范誠非
一

常勤職員 が前号に掲げ る場合に 該肖 して する 育児休業 の期 間の 末日

とさ れた 目が 售該子の １歳到達 日後 であ る場合に あっ ては，肖 該末

目と され た目 ）に おい て育児休業を して いる 場合又は 售該非常勤職

員のＥ偶者が当、霖子の１ 歳示｜』 遠目 （售誠祉覃、者が回号に掲げる蘓合

又は これに相 售する場合に該肖 してするｔ方等育児休業の聊凰の末

目と され た目 が售該子 の１ 歳９ｊ連 日後 であ る場合に あっ ては ，售誠

末日 とさ れた 目） において地方等育児休業を して いる場合

ウ略
－

エ　 恪、霖、子について二回ぼ常勤職員がち霖子の１ Ｗ弧盞目 （ち夥ミ襄
－ヽ

常勤職員 が前そに 掲げ る場合に誠肖 して する 育児休業 の期 間の 末日

ｉ　

目と された目 ）後の期回においてこの倚に掲げる場合に該肖して育

児休業を した こと がない場合

（育児休業法第２ 条第 １項の条例で定める場合）

第２ 条の ４　 育児休業法第 ２条 第１ 項の 条例 で定 める 場合 は， １歳 ６か Ｊ≡Ｘから

２歳にまするまでの子を養育する非常勤職員が， 次の各倚に掲げる葹合のい

ずれ にも 該售する 場合 （售霖子 につ いて この 条の規定 に該 肖し て育児社業を

して いる場合であって次条第７ 号に掲げる事情に誠售する とき は第 ２号及び当してそ のｆ］駝佩の末日 を育児休業の期笥の末 日と する 育児休業をしてい る非

常勤鼈Ｗであって，肖該を期が１ぎ新さ れ， 又は肖該任期の満了後に特定職に 第３ 号に掲げる場合に該当する場合，規則で定め る特ＳＩ」の事情があ る場合に

４１ き続 き採 ｍさ れる もの にあ って は、 肖はを抑１の 末日 の回 目又 は肖 該私 き続 あっては回号に掲げる場合に該肖する４合） とする。
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き採 肖ｊ され る日 ）を 育児休業 の期 間の初日 とす る育児休業を しよ うと する場

（１ ）　 肖該非常勤職員が肖該子の １歳 ６かＪｌ　ｉｌ連日 のや．日 （当 はＪＥま勤ａ

合であっ て， 次のをやのいずれにも豈萢する亙豈とする。

（１ ）・ （２ ）　略

（育児休業法第２ 条第 １項ただ し書の人事院規則 で定める 期間 を基準と して

が］ｔ偶希が この 条の覧定に夥、苞 し， スは これ に木目售する 場合 に夥、岑、

　一一
ｌこ　

笥の末日 とされた 目の回目 八前の日 ）を育児休業の期間の初日 とする
－－－

育児休業をしよう とする場合

（２ ）・ （３ ）　略

（４ ）　 萢豈子につい て、 肖該峇常勤職 員が 肖誠子の １ａ ６か Ｊｌ　ｉｌｌ俥 日後の

期間においてこの条の規定に該肖して育児休業を した こと がない場合
－　－

（育児休業缶第２ 条第 １項ただ し書の条例で定め る特ＳＩ」の事情）

第３ 条　 育児休業法第 ２条第１ 項ただし書の条例で定める 特ＳＩ」 の事情は，次に

掲げる事情とする。

（１ ）～ （４ ）略

（５ ）　略
－

「

（６ ）　 第２ 条の ３第 ３そに掲 げる 場合 に該 售す るこ と又 は前条の規定 に該
－　　　　　　－

售するこ と。

　Ｓ
の期間の末日 とする育児休業を している ものが， 肖該任期を更新さ

－　　－

れ， 又は 肖まを１り｜ の満了後韭皀銃とて特定職にを篦さ れる こと に伴

い， 肖該育児休業に係 る子 について，范該ぞ新前の任期の末日 のｉｌ日

条例で定める 期間）

第２ 条の ５　 育児休業法第 ２条 第１ 叛た だし 書の 人事院規則で定め る期 間を基

　

（育児休業法第２ 条第 １瑕ただ し書の条Ｍで定め る特Ｓｉ」の 事情）

第３ 条　 育児休業法第 ２条第１ 犧た だし 書の 条Ｍ で定 める 特Ｓｊの 事情 は， 次に

掲げ る事情と する。

（１ ）～ （４ ）略

（５ ）　 育児休業 （こ の号の規定に該肖 した こと によ り肖 該育児休業に係る

　　
した こと （范該育児休業を した職員 が， 肖該育児休業 の承嘉の請求の

際育児休業に より 肖該子を 養育する ため の計画に つい て育児休業等計

画書によ り任命権者に 申し出た場合に限 る　 ）。

（６ ）　略
一一

（７ ）　 第２ 条の ３第 ３そに鶚げる場ｉ合に崔Ｔ胞するこ と又は第ユ圭タゴＬの規
定に該肖する こと ・。

（８ ）　 リ］感ぎの末日を育児休業の期笥の末日 とする育児休業を している

ｉ　ｉ
－

れ， 又は售寡イモ期の満了後拉特定職に公立銃立採ＪＩされる こと にイキ

はを期末 ｔ售翕、皿育児休業
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の期間の初日 とする育児休業を しよ うと する こと。

（育児休業の期回の再度の延長がで きる 特Ｓｊの 事情）

第４ 条　略

（育児短時笥勤務の終了の 日のｔ日 から起算 して １年を経Ｓしない場合に育

児短時間勤務をするこ とができ る特ＳＩ」の事情）

第９ 条の ２　 育児休業法第 １０ 条第 １項ただ し書の条例で定める特ＳＩ」の事情

は， 次に掲げる事情とする。

（１ ）～ （５ ）略

（６ ）　 育児短時間勤務（この号の規定に該肖したこ とに より 肖該育児短時

間勤務に係る子について既にしたも のを除く 。） の終了後，３ ＪＩ な上

の期間を経あ した こと （鳬該育児短時鶚勤務をした職員が，肖該育児

短時間勤務の承認の請求の際育児短時回勤務によ り肖該子を養育する

ための計画について育児休業等計回書により 任命権者に申 しｉた４合

に限る。 ）。

（７ ）　略

叉は售該採Ｊ１１ の日 を育児休業の期間の初 日と する育児休業をし ようと
－

する こと。

（育児休業法第２ 条第 １項第１ 号の人事院規聡で定める期獸を基準 として条

例で定め る期 間）

第３ 条の ２　 育児休業法第 ２条第１ 項第 １号の人事院規ＵＩ」 で定める 抑｜ 間を基準

とし て条Ｍで定め る搾１回 は， ５７ 目回よする－
●

（育児休業のＪり１回の再度の延長ができる特ＳＩ」 の事情）

第４ 条　略

（育児短毀翫勤務の終了の 目のｔ目 から起算 して １年を経過しない乗合に育

児短時間 勤務 をす るこ とが でき る特 Ｓ・」の 事情）

第９ 条の ２　 育児休業法第 １０ 条第 １項ただ し書の条例で定める特ＳＩ」の事情

は， 次に掲げる事情とする。

（１ ）～ （５ ）略

（６ ）　 育児短毀虱勤務に のその規定に 該肖 した こと によ り肖 該育児短時

間勤務に係る子について既にしたものを除く 。） の終了後，３ ｙＷ、上

の期 笥を 経過 した こと （萢該育児短時回 勤務 をし た職員が ，售該育児

短毀笥勤務の承認の請求の際育児短時鶚勤務によ り肖該子を養育する

ため の計画に つい て育児短時間 勤務計画書に より 任命権者 に申 し出た

場合に限 る。 ）。

（７ ）　略


